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1 2 1 1 1 ② 健康こども課 こども班
子ども・子育て支援交付金事業
（地域子育て支援拠点事業）

家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中
の親の孤独感や不安感の増大等に対応するととも
に、子どもの健やかな育ちを支援するため、乳幼児
及びその保護者が相互に交流し、子育て相談や情報
提供、助言を受けられるような地域子育て支援機能
の充実を図る。

Ｂ

2 2 1 1 2 ① 健康こども課 こども班
子ども・子育て支援交付金事業
（一時預り事業）

日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、
一時的に家庭での保育が困難となる乳幼児に対し
て、また、育児疲れなどによる保護者の心理的・身体
的負担の軽減のために、主として昼間に保育所にお
いて一時的な保育を実施することで、安心して子育
てできる環境を整備する。

Ｂ

3 3 1 1 2 ① 健康こども課 こども班
子ども・子育て支援交付金事業
（保育対策等促進事業）

就労実態の多様化等に伴う保育時間の延長ニーズ
に対応するため、通常の利用日以外や利用時間以外
において、保育所および認定こども園等で保育を実
施する。また、病児保育のニーズに対応するため、病
院や保育所等で病気の子どもを一時的に保育する。

Ｂ

4 3 1 1 2 ① 健康こども課 こども班 保育士配置改善事業

次世代を担う子どもたちが健やかに成長するため、
保育士定数を超えて保育士を配置し、多様な保育
ニーズに的確に対応するための体制づくりを推進す
る。これにより、保育所に入所する児童の処遇及び
保育士の労働条件の改善を図る。

Ｂ

5 4 1 1 2 ② 健康こども課 こども班 保育所整備事業

公立保育所については、供用開始から50年以上が
経過して各施設ともに老朽化が著しいが、少子化に
伴う児童数の減少を見据えて、適正な施設管理と保
育環境の維持を図るため、必要な修繕を実施してい
く。

Ｂ

6 4 1 1 2 ③ 健康こども課 こども班
保育所整備事業
※後期実施計画から記載

公立保育所については、供用開始から50年以上が
経過して各施設ともに老朽化が著しいが、少子化に
伴う児童数の減少を見据えて、適正な施設管理と保
育環境の維持を図るため、統廃合を検討していく。

Ｂ

7 5 1 1 2 ④ 健康こども課 こども班 学童保育事務費

保護者が労働等により昼間家庭にいない児童（小学
1年生から4年生）に対し、放課後や長期休業中など
の時間を安心して過ごせる安全な居場所を提供す
る。また、今後、小学1年生から4年生までの受入れ
児童数の減少が見込まれることから、定員余剰発生
分について、小学5年生から6年生の受け入れにつ
いても順次対応していく。

Ｂ

8 5 1 1 3 ① 健康こども課 こども班 町内児童等医療費等助成事業
高校1年生から3年生までの医療費（入院・通院・調
剤に係る医療費）のうち、保険診療による自己負担
額を助成する（償還払い）。

Ｂ

9 6 1 1 3 ① 健康こども課 こども班
子ども医療費助成事業(乳幼児
医療対策事業)

0歳から中学3年生までの医療費（入院・通院・調剤
に係る医療費）のうち、保険診療による自己負担額
を助成する。
①受給券を交付し、保険診療に係る窓口自己負担額
全額を現物支給にて助成する。
②県補助事業であり、補助対象となる医療費自己負
担額の1/2が補助金額となる。
③町独自事業として、県補助対象外の窓口自己負担
額及び、所得超過保護者の医療費負担額について助
成する。

Ｂ

10 6 1 1 3 ② 健康こども課 健康づくり班 特定不妊治療助成事業

不妊治療を必要とする夫婦の経済的負担の軽減を
図るため、高額な治療費を要する特定不妊治療の費
用の一部を助成する。助成の対象となる費用に2分
の1を乗じて得た額、一年当たり10万円を限度とす
る。

Ｂ

11 7 1 1 3 ④ 健康こども課 健康づくり班
子育て世代包括支援センター管
理事業

妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を提
供するため、妊産婦及び乳幼児の実情を把握し、妊
娠・出産・子育てに関する各種相談に応じるととも
に、支援プランの作成や、地域の保健医療又は福祉
に関する機関との連絡調整、母子保健施策と子育て
支援施策との一体的な提供を通じて、妊産婦及び乳
幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援
を展開する。

Ｂ

12 7 1 1 3 ⑤ 社会文化課 図書館 ブックスタート事業
4･5カ月乳児健診時に絵本2冊が入ったブックス
タートパックの配布を行い、保護者も含め乳幼児か
ら読書に馴染める環境づくりを支援する。

Ｂ

13 8 1 1 4 ② 社会文化課 生涯学習班 家庭教育支援事業
小中学校において実施する家庭教育学級に対する
補助

Ｂ

14 8 1 2 1 ①③ 福祉課 介護班 包括的支援事業
地域包括ケアシステム構築を推進するため、地域包
括支援センターを核に関係機関と連携を図りなが
ら、情報提供と相談体制の充実を図る。

Ｂ
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15 9 1 2 1 ②⑥ 福祉課 介護班 在宅医療・介護連携推進事業

地域における多職種・多機関によるネットワークを充
実し、連携することにより、住み慣れた地域で安心し
た生活を送るための課題を見える化し、地域づくり
を推進する。

Ｂ

16 9 1 2 2 ① 福祉課 介護班 一般介護予防事業
高齢者が要介護状態になることを防ぐため、保健師
等による各種教室などを通じて、介護予防について
の知識を普及する。

Ｂ

17 10 1 2 2 ② 福祉課 社会福祉班
高齢者見守りネットワーク事業
※後期実施計画から記載

民間事業者に協力いただき、高齢者が住み慣れた地
域でいつまでも安心して暮らし続けられる仕組みと
して事業を実施する。

Ｂ

18 10 1 2 2 ④ 福祉課 介護班 認知症総合支援事業
認知症の正しい知識の普及・啓発を図るとともに、
地域での支えあい、温かい見守り体制づくりと早期
発見・早期診断に向けた施策を推進する。

B

19 11 1 2 3 ① 福祉課 社会福祉班 老人クラブ活動支援事業
高齢者の生活を豊かにするとともに、知識や経験を
活かして地域を豊かにする社会活動に参加して明る
い長寿社会を目指すための活動を支援する。

Ｂ

20 11 1 3 1 ② 福祉課 障害福祉班
地域生活支援事業(地域活動支
援センターⅢ型指定管理)

心身障害者の自立の促進及び社会参加を図るため、
地域活動支援センター「たんぽぽ」において、通所者
に対する創作的活動又は生産活動の機会の提供、日
常生活に必要な事項の指導、社会への適応訓練など
を行う。

Ｂ

21 12 1 3 1 ③ 福祉課 障害福祉班
山武圏域基幹相談支援センター
設置・運営事業

山武圏域における相談支援の中核的な役割を担う
機関として、総合相談・専門相談、地域移行・地域定
着の促進、権利擁護・虐待防止相談支援体制の強化
への取組みに向けた基幹相談支援センターを山武郡
市内市町と共同設置し、運営する。

Ｂ

22 12 1 3 1 ④ 福祉課 障害福祉班
療育支援コーディネーター配置
事業

障害児及びその保護者又は養護者（以下「障害児等」
という。）に対する相談支援（福祉サービスの利用、
社会資源の活用、社会生活力の向上、権利擁護、専
門機関の紹介等）を行うとともに、地域療育システム
構築のための検討会を運営し、療育に特化した相談
支援の機能強化を図るため、児童のライフステージ
に合わせた福祉、医療、教育等の関係機関の連携を
コーディネートし、もって障害児等の地域生活支援の
促進を図る。

Ｂ

23 13 1 3 2 ① 福祉課 障害福祉班 地域定着支援利用促進事業

障害者総合支援法に基づき、居宅で単身生活の障害
者や同居家族が介護できない状況にある障害者に
常時の連絡体制を確保し、緊急事態の場合の相談や
障害福祉サービス事業との連絡調整などを行うこと
により地域での生活が定着できるよう支援する。

Ｂ

24 13 1 3 2 ② 福祉課 障害福祉班
山武圏域福祉避難所協定締結
促進事業

災害時要援護者に特別の配慮を行うための避難施
設（福祉避難所）の整備・運営に関して、障害者支援
施設及び障害福祉サービス事業所との協定締結を
行うべく、山武圏域自立支援協議会及び山武自治研
究会福祉部会を通じて、施設・事業所との連携を促
進する。
協定締結により、災害発生時に福祉避難所を設置
し、災害時要援護者が円滑に避難生活を送ることが
できるようにしていく。なお、2018年度から協定締
結法人数が現行4法人から11法人へ拡充した。

Ｂ

25 14 1 3 3 ① 福祉課 障害福祉班
山武圏域自立支援協議会公開
研修会事業

障害者・児及び高齢者等の地域生活を支援する上で
の課題について、問題提起を行い、地域でできる具
体的な取組みを考え、山武圏域における地域包括的
な支援体制及び福祉関係従事者の人財育成とネット
ワーク体制を構築するため、山武圏域自立支援協議
会主催による公開研修会を開催する。

Ｂ

26 14 1 3 4 ② 福祉課 障害福祉班 障害者就労支援事業

山武圏域の就労に係る課題解決を図るための事例
検討、事業所・企業等の情報共有・研修・視察に関し
て、山武圏域自立支援協議会就労部会を活用し、障
害者の就労支援を図る。
また、障害者就業・生活支援センターへの登録を促進
し、障害者枠での一般就労または福祉的就労に向け
た就業面や生活面での相談支援の充実を図る。

Ｂ

27 15 1 4 1 ② 福祉課 社会福祉班 地域福祉事業
地域福祉において中心的な役割を担う社会福祉協
議会の交流活動を支援し、地域福祉についての理解
を深める。

Ｂ

28 15 1 4 2 ② 福祉課 社会福祉班 ボランティア育成・活動強化事業
社会福祉協議会等と連携し、ニーズの把握と適切な
対応を図り、ボランティア活動を強化する。

Ｂ

【評価凡例】A：拡充　B：現状維持　C：見直し　D：休廃止　E：その他
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29 16 1 4 3 ② 総務課 秘書広報班 情報のバリアフリー化事業
視覚障害のある方等に、ウェブサイトを快適に閲覧し
ていただけるようホームページのバリアフリー化を
進める。

Ｂ

30 16 1 5 1 ① 健康こども課 健康づくり班 自殺対策強化事業

町の各種団体・一般向けに、ゲートキーパー養成講座
を実施し、悩んでいる人に気づき、声をかけ、必要な
支援につなげ、見守る人を増やし、自殺対策強化を
図る。

Ｂ

31 17 1 5 2 ② 健康こども課 健康づくり班 歯科保健事業

むし歯予防及び口腔衛生に関する正しい知識を普及
するとともに、８０２０運動を推進するため、乳幼児
に対する歯科健診や歯磨き指導、高齢者も含めたよ
い歯のコンクールを実施する。

Ｂ

32 17 1 5 2 ② 健康こども課 健康づくり班 がん検診事業

がんの予防及び早期発見・早期治療により、がんの
死亡率を減少させ、町民の健康増進を図るため、集
団検診及び個別検診を実施する。（胃がん、大腸が
ん、子宮がん、乳がん、肺がん、前立腺がん）

Ｂ

33 18 1 5 3 ① 東陽病院 総務班 医師確保対策事業

千葉大学や県等への要望活動、民間コンサルを活用
した医師募集事業の推進、医学生への奨学金制度の
PR活動を展開し、医師の確保に努めると共に、院内
における安全な診療体制の維持と病院経営の安定
及び職場環境の改善を図る。

Ｂ

34 18 1 6 1 ② 住民課 国保年金班 特定健康診査事業

４０歳以上の国民健康保険の被保険者を対象に、医
療機関での受診が必要な方や保健指導を必要として
いる方を的確に把握するため、健康診査を実施す
る。

Ｂ

35 19 1 6 2 ② 福祉課 介護班 介護給付費適正化事業

介護サービス提供事業者への指導を通じてケアプラ
ン点検・給付費の適正化を推進するとともに、介護
給付費通知によりサービス利用者へ利用実績の確認
を促し、事業所の架空・過剰請求の防止を図る。

Ｂ

36 19 1 6 3 ② 住民課 国保年金班 後期高齢者健康診査事業
後期高齢者医療保険の被保険者を対象に、医療機関
での受診が必要な方や保健指導を必要としている方
を的確に把握するため、健康診査を実施する。

Ｂ

【評価凡例】A：拡充　B：現状維持　C：見直し　D：休廃止　E：その他
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1 20 2 1 1 ① 教育課 総務班 学力向上推進計画実施事業

児童生徒の学力並びに教員の学習指導力をより高
める目的から、町立小中学校に対して「学力向上推
進モデル校」を指定し、学力の定着及び学習能力の
更なる向上を図る。

B

2 20 2 1 1 ④ 教育課 総務班 小学校情報教育推進事業

学習指導要領の改訂に対応するため、すべての小学
校における情報教育コンピュータ（タブレット端末と
電子黒板）並びに校内ネットワーク環境の更新整備
を実施し、ICTを活用した教育環境の充実を図る。

Ｂ

3 21 2 1 1 ④ 教育課 総務班 中学校情報教育推進事業

学習指導要領の改訂に対応するため、すべての中学
校における情報教育コンピュータ（タブレット端末と
電子黒板）並びに校内ネットワーク環境の更新整備
を実施し、ICTを活用した教育環境の充実を図る。

Ｂ

4 21 2 1 1 ⑤ 教育課 総務班 英語教育推進事業

国際化や初等教育における英語教育の必須から、中
学校生徒を対象に実用英語技能検定の取得を推進
し、外国語への興味を持たせると同時にグローバル
な人間育成を図る。

Ｂ

5 22 2 1 2 ① 教育課 総務班 学校運営体制充実事業

多様な社会環境の中での学校運営体制を更に充実
させるため、教職員の資質向上を図る各種研修を実
施するとともに、学校運営に対する指導を徹底し、安
心安全かつ信頼される学校運営を展開する。

Ｂ

7 23 2 2 1 ③ 社会文化課 生涯学習班 ジュニアリーダー育成
リーダーシップと協調性を備えた次世代を担う青少
年を育成する。

Ｂ

8 23 2 3 1 ① 社会文化課 生涯学習班 講座開催事業
町民のニーズに合った様々な学習機会を提供すると
ともに、自主的な活動を積極的に支援し、生涯学習
を通じた地域の発展やまちづくりの推進を図る。

Ｂ

9 24 2 3 2 ② 社会文化課 図書館
図書館魅力発信基地化計画事
業

図書館の来館者を増やし、町の知名度向上につなげ
るため、カフェと読書等を楽しめる空間を演出する
とともに、各種イベントを開催し、図書館に付加価値
をつけることで魅力向上を図る。

Ｂ

10 24 2 3 2 ③ 社会文化課 図書館 図書資料購入事業
利用者ニーズに対応した蔵書の充実を図るため、図
書館資料を定期的かつ計画的に購入する。

Ｂ

11 25 2 4 1 ③ 社会文化課 生涯学習班 町民ギャラリー開催事業
文化財の調査研究を進めるとともに、歴史・文化資
産を活用した地域文化の積極的な発信をする。

Ｂ

12 25 2 4 2 ② 社会文化課 生涯学習班 芸術教室開催事業
小学生に一流の芸術に接する機会を提供し、芸術鑑
賞能力の向上を図るとともに、豊かな情操の涵養に
資する。

Ｂ

13 26 2 4 2 ③ 社会文化課 生涯学習班 文化祭開催事業

日頃の学習成果を発表・展示することにより、発表者
や創作者の意欲向上を図るとともに、広く町民が文
化への理解を深める機会とするため、文化祭を開催
する。

Ｂ

14 26 2 5 1 ③ 社会文化課 生涯学習班
保健体育総務事務費（文化ス
ポーツ活動推進費補助金）

文化協会、体育協会及びスポーツ少年団に加入して
いる団体又は個人及び障害者の経済的負担を軽減
するため、関東大会等への出場につき助成し、参加
者や関係者の今後の活動への意欲向上を図る。

Ｂ

15 27 2 5 1 ③ 社会文化課 生涯学習班

北総中学校ソフトテニス大会開
催事業(北総中学校ソフトテニ
ス大会運営費補助金)

千葉県北総地区中学生のソフトテニス選手の親睦を
図るとともに、技術力向上を目指し、北総中学校ソフ
トテニス大会を開催する。

Ｂ

16 27 2 5 1 ③ 社会文化課 生涯学習班
青少年剣道大会開催事業(少年
剣道大会運営補助金)

剣道を通じ、近隣市町村の青少年との親睦を図ると
ともに、技術力の向上を目指し、少年剣道大会を開
催する。

Ｂ

17 28 2 5 1 ⑤ 社会文化課 生涯学習班
パラカヌー普及推進事業
※後期実施計画から記載

障害の有無に関わらず、誰もがスポーツを楽しめる
環境を作るため、当町の魅力である水を活かしたパ
ラカヌーの普及促進を図る。

Ｂ

節名

6 22 2 1 3 ① 教育課 総務班
学校施設非構造部材耐震化事
業

町内小中学校の建物の耐震化はすべて完了している
が、非構造部材（外・内装材、照明器具、本棚等）の耐
震化率は低い。児童生徒の安全性の確保、又、非常
災害時の避難所としての機能を強化するためにも非
構造部材の耐震化を図る。

Ｂ

【評価凡例】A：拡充　B：現状維持　C：見直し　D：休廃止　E：その他
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18 28 2 5 2 ② 社会文化課 生涯学習班 体育祭開催事業

広く町民にスポーツを普及し、自らスポーツに親しむ
ことにより体力の向上と健康の増進を図るととも
に、老若男女が協力して住みよい郷土・明るいまち
づくりを推進することを目的とし、町民を対象とした
体育祭を開催する。

Ｂ

19 29 2 5 3 ① 社会文化課 生涯学習班 スポーツ協会活動支援事業
スポーツ推進体制の充実に向け、スポーツ協会の活
動を支援する。

Ｂ

【評価凡例】A：拡充　B：現状維持　C：見直し　D：休廃止　E：その他
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1 30 3 1 1 ② 都市建設課 管理計画班 用途地域見直し事業
都市計画マスタープランの方針及び地域の実情を踏
まえながら用途地域の見直しを検討する。

B

2 30 3 1 2 ② 企画空港課 企業誘致班 横芝光IC周辺開発事業

平成３１年３月に策定した土地利用ビジョンの重点戦
略の一つである「横芝光IC周辺の複合拠点の形成」
を目指し、関係機関との協議や各種調査等を進め、
事業実現を図る。

B

3 31 3 2 1 ① 都市建設課 建設班
町道Ⅰ－１８号線道路改良（2
期）事業

銚子連絡道路のアクセス線として交通量が急激に増
加していることから、道路改良事業により整備を行
い、利便性の向上と交通の安全性を図る。
事業延長L=920ｍ、幅員W=10.7m、整備内容：幅
員（車道Ｗ＝3.0ｍ×2、片側歩道3.2ｍ）

B

4 31 3 2 1 ① 都市建設課 建設班 町道Ⅱ－３６号線道路改良事業

通勤通学路・農産物供給路として利用頻度が高いこ
とから、道路の狭隘区間などにつき交通の安全確保
のため整備する。
全体延長L=1,200ｍ、幅員W=9.25m、整備内
容：幅員（車道Ｗ＝2.75ｍ×2、片側歩道2.5ｍ）

B

5 32 3 2 1 ① 都市建設課 建設班
町道Ⅰ－７号線道路改良事業
(寺方地先)

広域的な交流・連帯を強化することにより、町の活性
化につながる道路ネットワークの整備を図るととも
に、横路光ICから成田方面へのアクセス道路として
早期に整備する。
事業延長L=1,450m、W=9.5m、整備内容：幅員
（車道Ｗ＝2.75ｍ×2、片側歩道2.5ｍ）

B

6 32 3 2 1 ① 都市建設課 建設班
町道Ⅰ－１４号線道路改良事業
(北清水・木戸地先)

匝瑳市・山武市・山武郡・長生郡の交流連携を強化す
る幹線道路であり、広域農道と連携して、農畜産物
流通に寄与する重要な路線であることから、早期に
整備し、円滑な通行を確保する。
事業延長L=1,580m、W=13.0m、整備内容：幅員
（車道Ｗ＝3.0ｍ×2、両側歩道2.5ｍ）

D

事業完了に伴い、本事業は削除す
る。
今後は適切な維持管理に努めるこ
と。

7 33 3 2 1 ① 都市建設課 建設班 町道Ⅰ－８号線道路改良事業

公共公益施設を結ぶ県道のバイパス的要素を持つ道
路であり、かつ骨格道路へのアクセス道路として役
割を担う幹線道路であることから、横芝駅周辺の渋
滞緩和のため整備する。
事業延長L=790ｍ、W=14.0m、整備内容：幅員
（車道Ｗ＝3.0ｍ×2、歩道3.0ｍ～3.5ｍ）

B

8 33 3 2 1 ① 都市建設課 建設班 町道Ⅰ－１０号線道路改良事業

町の東西を結ぶ幹線路線で、周辺には病院や小学校
などがあることから、交差点改良も含め早期に整備
を行い、円滑な通行と交通の安全を確保する。
事業延長L=971m、W=1４.0m、整備内容：交差点
改良、幅員（車道Ｗ＝3.0ｍ×2、歩道3.5m×2）

B

9 34 3 2 2 ① 都市建設課 建設班 舗装修繕事業
幹線道路及び生活道路の舗装の老朽化による破損
等を未然に防止する修繕を行い、住民が安心して暮
らせる道路整備を実施する。

B

10 34 3 2 3 ① 企画空港課 企画政策班
横芝駅舎利活用事業
※後期実施計画から記載

町の玄関口である横芝駅舎の利活用について検討
する。

B

11 35 3 2 3 ② 企画空港課 企画政策班
生活路線バス運行事業(町内バ
ス運行費補助金)

交通空白地域を解消し、交通不便者に対する移動手
段を確保するため、利用状況等を把握しニーズに
合った町内バスを運行する。

B

12 35 3 2 3 ② 企画空港課 企画政策班 乗合タクシー運行事業
交通空白地域を解消し、交通不便者に対する移動手
段を確保するため、利用状況等を把握しニーズに
合った乗合タクシーを運行する。

B

13 36 3 2 3 ③ 企画空港課 企画政策班 新たな公共交通網整備事業

民間事業者による東京行き高速バスの運行に併せ
て、横芝光IC付近の官有地にバス停と利用者駐車場
を整備し、公共交通の更なる充実と町民の利便性向
上を図る。

A

　横芝光ICバス停整備が計画どお
り完了し、これにより東京への直通
アクセス方法が増えたことで利便
性は格段に向上が図られた。今後
は、成田空港の更なる機能強化に
伴い重要性やニーズが高まると考
えられる成田空港や成田市方面と
のアクセス強化により地域内生活
交通の充実を図ること。

14 36 3 3 1 ② 都市建設課 管理計画班 住宅改修補助事業
安心して暮らせる住環境の確保及び住環境の質の向
上を図るため、民間住宅のリフォーム、耐震診断、耐
震改修に対して経費の一部を補助する。

B

15 37 3 3 3 ① 都市建設課 管理計画班 空家住宅管理事業

快適な住環境を確保するため、町内に点在する空家
住宅を抽出するとともに、空家実態調査・意向調査
を実施し、横芝光町空家等対策計画を策定する。こ
の計画に基づき、空家住宅の適正な維持管理を促
す。

C

　空き家所有者や所有者予備軍が
空き家管理に係る現状を把握し、
有効活用することの必要性等を認
識して、空家バンクの活用を検討す
るような取組みを図ること。

16 37 3 4 1 ③ 環境防災課 環境班 水道高料金対策操出事業
安全な水の安定供給のため、水道事業体の運営精査
及び支援を行う。

B

節名

【評価凡例】A：拡充　B：現状維持　C：見直し　D：休廃止　E：その他
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17 38 3 4 2 ① 環境防災課 環境班 浄化槽設置促進補助事業
地下水及び栗山川の水質汚濁防止のため、単独処理
浄化槽及び汲取便槽からの転換について助成し、合
併処理浄化槽の設置促進を図る。

C
　公共水域の水質汚濁防止のた
め、成果指標につながるような積
極的な取組みを検討すること。

18 38 3 5 1 ② 環境防災課 環境班 資源リサイクル促進事業
ごみ減量及び資源の再生利用を促進するため、不要
となった資源再生利用物を回収する。

B

19 39 3 5 2 ② 環境防災課 環境班
合併処理浄化槽等維持管理推
進事業

合併処理浄化槽などの適正な維持管理を推進する
ため、広報紙等で保守点検、清掃等の周知を徹底す
る。

B

20 39 3 5 3 ① 環境防災課 環境班 環境衛生事務事業
騒音、振動、悪臭などの公害について、関係機関との
連携を強化し、相談窓口（国、県）の周知等により、公
害防止の啓発を図る。

B

21 40 3 5 4 ① 環境防災課 環境班 火葬場負担金事業
火葬場施設の維持管理のため、火葬場事業体への支
援及び運営精査を行う。

B

22 40 3 5 5 ① 企画空港課 空港班 航空機騒音障害防止対策事業

成田国際空港に離発着する航空機騒音によって、住
民の生活が著しく阻害されていると認められている
地域に対し、その障害を防止し、併せて住民の生活
の安定と福祉の向上に資するため、その事業に要す
る経費に対し補助金を交付する。

B

23 41 3 5 5 ① 企画空港課 空港班
住宅防音工事事業
※後期実施計画から記載

成田国際空港（株）及び（公財）成田空港周辺地域共
生財団が実施している住宅防音工事助成事業及び
町が実施する航空機騒音対策空気調和機器設置事
業など各種制度の周知を図り、住宅防音工事等を促
進し、航空機騒音により生じる障害の軽減を図りま
す。

B

24 41 3 6 1 ① 環境防災課 環境班
環境美化推進事業(町内一日清
掃)

住民による自主的な環境美化活動を推進するため、
ボランティア活動を通じて、地域及び自宅周辺の除
草作業及びごみ拾い等を実施する。

B

25 42 3 6 1 ④ 環境防災課 環境班
住宅用設備等脱炭素化促進事
業

家庭における地球温暖化対策の推進を図り、住宅用
温暖化対策設備を設置する者に対し補助金を交付す
る。

B

26 42 3 6 2 ① 都市建設課 管理計画班 景観整備適正化事業
町の資源を活用した個性的で魅力ある景観が保てる
よう景観法の活用を検討し、保全活動及び意識啓発
活動を推進する。

B

27 43 3 7 1 ① 都市建設課 管理計画班 栗山川改修促進事業
栗山川改修工事促進期成同盟会による千葉県等へ
の要望活動等により改修事業の促進を図る。

B

28 43 3 7 1 ③ 環境防災課 環境班
環境美化推進事業(栗山川周辺
環境ボランティア)

住民による自主的な栗山川の環境保全活動を推進
するため、住民や町関連事業所等によるボランティ
ア活動を通じて、栗山川堤防沿いの除草作業及びご
み拾いを実施する。

B

29 44 3 7 1 ④ 都市建設課 管理計画班 栗山川情報発信事業
町のシンボルである栗山川に関する情報を発信し、
新たな人の交流やにぎわいを創り、栗山川の活用を
推進する。

D

　町の情報発信事業としては「観光
情報発信事業」や「創生プロモー
ション事業」があり、この中で栗山
川に関する情報も発信していくこ
とで、情報発信に係る業務の効率
化と情報の充実を図られたい。こ
のため、本事業は削除する。
　また、事業の目的を栗山川活用
機会の促進としていることから、活
用機会の創出に当たっては積極的
に関係課で連携すること。

30 44 3 7 2 ② 産業課 経済班 九十九里海岸保全事業
小学生及びボランティア等との協働により海岸ク
リーン運動など、海岸清掃活動を行う。

B

31 45 3 8 1 ① 社会文化課 施設管理班 公園環境美化推進事業
ふれあい坂田池公園をボランティア等による、より
多くの清掃活動の協力を求めて、施設環境の良好な
保全に務める。

B

32 45 3 8 2 ① 産業課 農政班
緑の募金市町村交付事業
（旧名称：わたしの街みどりづく
り事業）

緑の募金還元事業で町内の小学校に花の苗を配布
することで、緑化意識の向上を図る。

B

【評価凡例】A：拡充　B：現状維持　C：見直し　D：休廃止　E：その他
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1 46 4 1 1 ② 環境防災課 防災班 防災対策事務費

住民の防災意識の高揚と災害対応力の浸透を図る
ため、関係機関と連携し防災訓練や、津波・土砂災害
等各種避難訓練等を実施する。また、防災啓発のた
め講話や講演を実施する。

Ｂ

2 46 4 1 1 ③ 環境防災課 防災班 防災対策事務費
防災啓発により地域コミュニティの活性化を促し、地
域防災力の向上を図ることで自助・共助の精神をは
ぐくみ、自主防災組織設立の機運を高める。

B

3 47 4 1 1 ⑥ 環境防災課 防災班
防災対策事務費　災害用備品整
備事業

災害に備えるべく、災害用備蓄品の整備を図る。 Ｂ

4 47 4 1 2 ② 環境防災課 防災班
防災対策事務費・防災行政無線
維持管理事業

災害や有事の際、国からの情報や町からの避難情報
等を住民へ周知するため警報システム等の整備及び
適正管理を実施する。

Ｂ

5 48 4 2 1 ① 環境防災課 防災班
消防車両整備事業・消防団活動
費・消防施設整備事業

消防団員の訓練等の実施、消防団に配備された車両
等装備の計画的な更新を図り、火災時の迅速な消火
活動を向上させる。

Ｂ

6 48 4 2 1 ② 環境防災課 防災班 施設整備事業
住宅密集地や水道管未整備地域など、地域の実情に
あわせた消防水利の配置・維持管理等に努める。

Ｂ

7 49 4 2 1 ③ 環境防災課 防災班 消防団活動費
消防団の重要性と必要性について周知活動を行い、
また、地域の実情にあった団員の処遇改善を行い、
適正な人員確保を図る。

Ｂ

8 49 4 2 2 ① 環境防災課 防災班 常備消防事業
救命に効果的とされる初期の救急処置のさらなる
充実化に向け、初期救急の普及等に取り組む。

Ｂ

9 50 4 3 1 ① 環境防災課 防災班 防犯指導及び啓発事業

防犯指導員による青色回転灯装備車両での夜間パト
ロールや、家屋診断（チラシ配布）等を実施し、防犯の
意識啓発を行う。また、町内行事に際して、会場警備
等の防犯活動を行う。

Ｂ

10 50 4 3 1 ② 環境防災課 防災班
防犯灯維持管理事業・防犯灯設
置事業

夜間における犯罪、事故等の発生を防止するため、
町内に設置した防犯灯の適正な維持管理を行うとと
もに、随時LED灯へ移行する。

Ｂ

11 51 4 3 2 ① 環境防災課 防災班 交通安全指導及び啓発事業
交通安全指導員の確保に努め、警察署等と連携し、
住民の交通安全意識のより一層の啓発に取り組む。

Ｂ

12 51 4 4 1 ① 産業課 経済班 消費生活相談窓口事業

消費生活におけるトラブル等に係る相談窓口を設け
ることによって、問題の解決や、被害の未然防止を
図る。消費生活相談員による週1日の相談業務や司
法書士による月1回の相談業務のほか、出前講座に
よる啓発活動を行う。

Ｂ

節名

【評価凡例】A：拡充　B：現状維持　C：見直し　D：休廃止　E：その他
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事務事業評価一覧（第5章）

№
実施
計画
頁

章名
基本
施策
名

個別
施策
名

課名 班名 事業名称（補助金名称） 事業概要
R5
評価

今後の方針

1 52 5 1 1 ① 産業課 農政班 地産地消食育推進事業

町内産の農産物の利用を促進し、地産地消と食育を
推進することで、町民が農に親しみ、食に対する意識
を高め、町民の健康で文化的な生活と農業の活性化
を図る。

Ｂ

2 52 5 1 2 ① 産業課 農政班
横芝光町産農産物販路開拓事
業

町の基幹産業である農業を振興し、農畜産物の高付
加価値化や生産体制と販売ルートの研究による、若
者の雇用拡大と観光客等の来訪客の増加を図る。

Ｃ

　活動指標の計画を達成し、成果指
標につながるような積極的な検討
をすること。これに当たっては、農
協や農業者の方と連携して検討を
進めること。

3 53 5 1 3 ① 産業課 農政班 経営・法人化支援事業
町農業の安定的な発展を図り、地域の中心的経営体
の育成と大規模経営体の法人化、新規就農者の育成
を推進する。

Ｂ

4 53 5 1 3 ④ 産業課 農政班 需給調整推進対策奨励事業

担い手農家の経営の安定に資するため、麦、大豆、飼
料用米、加工用米などの戦略作物への取り組みを推
進し、主食用米の需要に応じた生産の促進と水田農
業全体としての所得の向上等により、農業経営の安
定を図る。

Ｂ

5 54 5 1 4 ② 産業課 農政班 空き家農家住宅活用事業
今後増加する可能性のある空き家農家対策として、
新規就農者へ情報提供するなど有効な活用方策を
検討する。

Ｄ

　事業を展開するには新規就農者
に案内できる空き家農家物件があ
ることが前提となるが、現状都市
建設課で把握する空き家には該当
物件がないことから事業を進める
には困難であると判断し、空家住
宅管理事業で活用を検討できる物
件登録が得られるまでは休止とす
る。
　ただし、事業再開に向けた都市建
設課との情報共有は適宜行うこ
と。

6 54 5 2 1 ③ 産業課 経済班 観光情報発信事業
横芝光町観光まちづくり協会をはじめ、町内観光事
業者と連携した魅力ある観光情報の発信を行う。

Ｃ

　成果指標の達成に向けた取組み
を検討すること。
　これに当たっては、広報広聴の充
実や積極的な町の魅力発信事業を
目的とした『職員の情報発信能力
開発事業』や『創生プロモーション
事業』と連携を図ること。

7 55 5 2 1 ④ 産業課 経済班 横芝駅前情報交流館管理事業

町の玄関口であるJR横芝駅の機能補完と、空洞化し
た駅周辺の賑わいの創出、観光まちづくり協会設立
を契機とした観光サービスの充実と移住業務との連
携を目的に整備した横芝駅前情報交流館「ヨリドコ
ロ」を有効に活用し、町の案内役（ガイド）を育成しな
がら、情報発信と情報提供機能を高め、町の魅力発
信の核となる施設の運営を目指す。

Ｂ

8 55 5 2 2 ② 産業課 経済班 ニューツーリズム開発促進事業

栗山川、九十九里浜、四季折々の田園風景、多彩な
農産物など、町の地域資源を活用したニューツーリ
ズムを開発し、観光活用と情報発信により新たな産
業として発展させる。

Ｂ

9 56 5 2 2 ⑤ 企画空港課 企業誘致班 観光企業誘致事業

広域交通の利便性を活かし、首都圏や成田国際空港
からの観光客をターゲットとした観光企業を、横芝
光IC周辺やこどもの国跡地等の遊休公共用地に誘
致する。

Ｂ

10 56 5 2 2 ⑥ 産業課 経済班 インバウンド観光推進事業
観光に関わる各種団体との連携を強化し、訪日外国
人旅行者の受入を推進する。

Ｂ

11 57 5 3 1 ② 産業課 経済班 商工振興支援事業

商工会と連携し企業の人材育成、後継者の確保、資
質能力、技術力を向上するための研修会の開催を検
討する。また、関係機関が開催する人材育成研修会
の情報を提供する。

Ｂ

12 57 5 3 2 ① 産業課 経済班 地域ブランド強化事業
商工会をはじめとする関係団体や事業者などと協働
し、農業・観光と商工業との連携による地域ブランド
強化を図ります。

Ｃ
　地域ブランド強化のために、農産
物販路開拓事業などとの積極的な
事業連携を検討されたい。

13 58 5 3 2 ② 産業課 経済班 商工業振興運営事業
商工会活動を支援することにより、町内商工業の振
興と安定を図る。

Ｂ

14 58 5 3 4 ① 企画空港課 企業誘致班
企業版空き地バンク事業
※後期実施計画から記載

所有者から町内の遊休地や空き工場などを企業誘
致用地等として登録してもらい、町内に立地を希望
する企業に紹介することで、企業誘致を促進し、雇用
創出を推進していく。

B

節名
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事務事業評価一覧（第5章）

№
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計画
頁
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施策
名

個別
施策
名

課名 班名 事業名称（補助金名称） 事業概要
R5
評価

今後の方針節名

15 59 5 3 4 ② 企画空港課 企業誘致班 企業誘致促進事業

町への企業進出を促進するため、登録された企業誘
致用地や開発予定の横芝光IC周辺などについて企
業からの問合せ対応や訪問等を行い、企業誘致を目
指す。

Ｂ

16 59 5 4 1 ② 産業課 経済班 雇用促進事業
町商工業の活性化を促進するため、創業塾の開催な
どにより、町内における創業や第二創業を支援す
る。

Ｃ

　活動指標の計画を達成し、成果指
標につながるような積極的な検討
をすること。これに当たっては、商
工会との連携強化を図ること。

17 60 5 4 2 ② 産業課 経済班
雇用促進事業・仕事マッチング
事業

町内の雇用拡大と雇用の定着を図るため、役場庁舎
内求人情報コーナーの充実、ハローワークや商工会
等との連携強化による情報収集の充実、就労イベン
トの開催（就職支援セミナー、就職面接会など）、商工
会との連携による月1回の求人情報広告の発行と求
人情報の商工会ホームページへの掲載を進める。

B

18 60 5 5 1 ① 企画空港課 企画政策班 移住定住促進事業
町内への移住定住を促進するため、移住・定住サ
ポートセンターによるワンストップ相談窓口を整備
し、受入体制の強化を進める。

Ｂ

19 61 5 5 2 ② 企画空港課 企画政策班 創生プロモーション事業
町内への移住定住を促進するため、移住定住サポー
トサイト（ヨリドコロ.jp）による情報発信の充実を図
り、受入体制の強化を進める。

Ｃ
　施策の発信を広報広聴の充実に
向けた取組みと連携し積極的に推
進すること。

20 61 5 5 2 ② 企画空港課 空港班
空港機能強化ＰＲ事業
※後期実施計画から記載

成田空港の更なる機能強化による町への影響等を
町民へ周知し、認知度向上及び理解促進を図るた
め、ロードマップに基づいたPRを実施する。

Ｂ

21 62 5 5 3 ② 企画空港課 空港班
空港人材育成事業
※後期実施計画から記載

今後も航空需要の拡大が見込まれ、人材確保が重要
となる成田空港に対して、臨空地域として人材輩出
できる地域を目指して、若者の空港就労増加による
定住促進を図る。

Ｂ

22 62 5 6 1 ① 都市建設課 管理計画班

空港機能強化を踏まえた居住地
整備事業
※後期実施計画から記載

成田空港の更なる機能強化に伴う定住人口などの
受け皿として新たな居住地を確保する。

Ｂ

23 63 5 6 2 ① 企画空港課 空港班 空港シャトルバス運行事業

芝山鉄道延伸の促進を図るため、成田空港方面への
交通手段として空港シャトルバスを芝山鉄道延伸連
絡協議会（山武市・芝山町及び横芝光町）で運行す
る。

Ｂ

【評価凡例】A：拡充　B：現状維持　C：見直し　D：休廃止　E：その他
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事務事業評価一覧（第6章）

№
実施
計画
頁

章名
基本
施策
名

個別
施策
名

課名 班名 事業名称（補助金名称） 事業概要
R5
評価

今後の方針

1 64 6 1 1 ① 住民課 住民班 人権啓発事業
小・中学生からの人権に関する作文・ポスターの募集
や、人権教室の開催により子供のころから人権に対
する意識を高める。

B

2 64 6 1 2 ① 住民課 住民班 人権相談事業
人権擁護委員による定期人権相談を毎月２回開催
し、町民の人権問題に対応する。

B

3 65 6 2 1 ① 企画空港課 企画政策班 男女共同参画推進事業
男女共同参画意識の醸成を図るため、家庭や地域に
おいて意識啓発を促進する。

B

4 65 6 2 2 ② 企画空港課 企画政策班 女性の活躍推進事業
女性の活躍推進を図るため、まちづくりへの女性の
ニーズを継続的に反映していくための検討体制を構
築・維持する。

A

　男女がともに住みやすい社会づ
くりのため、まちづくりへ女性ニー
ズを反映していくための体制構築・
維持に留まらず、地域や職場など
さまざまな場所での女性の参画を
支援する事業に積極的に取り組ん
でいただきたい。

5 66 6 3 1 ① 教育課 総務班 英語講師配置事業

国際化社会に適応するために必要となる外国語への
適応力や教育課程における英語教育の充実を図る
ためALT（外国語指導助手）を活用し、国際教育を推
進する。

B

6 66 6 3 2 ② 企画空港課 企画政策班 国際交流事業
国際的な視野を持った人材を育てるため、住民が外
国人との交流を通じて、国際理解を深め、一人ひと
りの国際感覚を養う機会を充実する。

B

7 67 6 4 2 ① 企画空港課 企画政策班
提案型協働のまちづくり推進事
業

住民のふれあいを図り、新たな地域の連帯意識を醸
成するため、町内生活圏を共にする集団の活動の活
性化を促進する。

B

節名

【評価凡例】A：拡充　B：現状維持　C：見直し　D：休廃止　E：その他
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事務事業評価一覧（構想）

№
実施
計画
頁

章名 節名
基本
施策
名

個別
施策
名

課名 班名 事業名称（補助金名称） 事業概要
R5
評価

今後の方針

1 68 構想 1 1 ① 総務課 秘書広報班
職員の情報発信能力開発事業
※後期実施計画から記載

ICT技術等を活用しながら、町政や地域密着型の情
報を分かりやすく魅力的な方法で提供するため、職
員の情報発信能力を開発する。

A

　住民参加と協働のまちづくりを
推進していくため、職員の情報発
信能力の向上はもとより、より住民
に伝わりやすく、関心と理解を得ら
れる広報のあり方を検討し推進す
ること。

2 68 構想 1 2 ② 総務課 秘書広報班
対話行政推進事業（「まちづくり
を語ろう会」出前トーク）

町民、各種団体、事業者等との協働のまちづくりを
目指して、町長自らが地域に出向き意見交換をする
ことにより、これからのまちづくりについて共に考え
る。

B

3 69 構想 2 1 ④ 総務課 行政班 個人情報保護の徹底
個人情報の適切な管理のために、必要な措置を定め
ることにより、個人情報の漏えい、滅失又は毀損を
防止し、適正管理を図る。

B

4 69 構想 2 2 ① 総務課 行政班 職員研修事業

地方分権改革を担うことのできる職員を育成するた
め、各種研修への積極的な参加を促し、専門知識の
習得など職務能力の向上及び自己研鑽と能力向上
への意欲の醸成を図る。

B

5 70 構想 2 3 ① 企画空港課 企画政策班 行政評価事業

総合計画の施策・個別施策及び実施計画事業につい
て、目標達成を表す成果指標（活動指標）を設定し評
価することでPDCAサイクルのもと効果的で効率的
な行財政運営に努める。また、評価結果に基づき費
用対効果等を考慮して予算編成等を行う。

B

6 70 構想 3 1 ① 財政課 財政班 財政計画策定事業
総合計画に位置付けられる施策、事業等の円滑な推
進を図るため、中長期的な展望に立った財政計画を
策定する。

B

7 71 構想 3 2 ① 財政課 管財班 個別施設計画策定事業

公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の効率
的な管理運営に向け長期的な更新・統廃合・長寿命
化等を計画的に実施するため、定期的な見直しを図
る。

B

8 71 構想 4 1 ③ 企画空港課 空港班 戦略的な連携事業 成田空港圏自治体において連携し地域の活性化を図る。 B

【評価凡例】A：拡充　B：現状維持　C：見直し　D：休廃止　E：その他
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